
令和 6年度 第 1回下野市地域自立支援協議会 議事録 

 

日 時 令和 6年 5月 16日（木） 午後 1時 30分～午後 3時 40分 

場 所 下野市庁舎 203会議室 

出 席 者 委 員 ：別紙参照 

欠席者 3名 仙頭委員、寺内委員、粥見委員 

  アドバイザー ：大嶋コーディネーター（欠席） 

事 務 局 社会福祉課障がい福祉グループ 北野、増渕、阿久津、藤田 

   障がい児者相談支援センター 小川、手塚、鈴木、福田 

 

傍 聴 人  なし 

審議内容 （原則として発言委員名を明記し、発言の要点のみを記載している） 

 

第１部 全体会 午後 1時 30分から午後 2時 40分 

1. 開会 

社会福祉課 川嶋課長 

欠席報告 仙頭委員、寺内委員、粥見委員 

 

2. 委嘱状交付 

荻原健康福祉部長より委員を代表して並木委員に交付 

 

3. 部長あいさつ 

 

4. 自己紹介 

 

5. 会長・副会長あいさつ 

 

6. 議事 

議事録署名人に藤澤委員、福田委員を指名し了承。 

(１) 会議運営に関する確認事項、下野市地域自立支援協議会の構成と役割 

（事務局） 

資料１－１、１－２、１－３に基づき報告。 

 

(２) 下野市地域自立支援協議会 令和 5年度事業報告および令和 6年度事業計画 

（事務局） 

資料２－１、２－２に基づき報告。 



 

(３) 障がい者優先調達 令和 5年度実績報告および令和 6年度推進方針 

（事務局） 

資料３－１、３－２に基づき報告。 

（鱒渕会長） 

 障害者優先調達推進法に基づき、各市町は障害者就労施設等から物品等を調達

する目標額を公にしなければならないということで、平成 26年から活動している。 

 実績の推移を見ると令和 2年以降落ち込みがみられるが、新型コロナウイルスの

影響で敬老会がなくなり記念品額約 40万円が見込めなくなったり、保育園が民営

化され給食のパンの注文が減ったりしたことが要因となり大きく減った部分がある。そ

れ以外の部分で協力できる部分を見つけて令和 6年度 148万円という金額で計画

を達成できるように、先日の市内施設連絡会で決定をした。 

 目標を大きくするのがよいというわけではなく、達成できるということを前提とした目

標でなくてはならないということで、このような金額で今年度は定めている。 

（加藤委員） 

 新型コロナウイルスの関係で様々な事業が減ることが多く、優先調達の部分でも厳

しいところが多かったが、それでも令和 5年度は目標額を 100％以上で上回って、

減った分を別の部分で補った。 

 民間企業から仕事を請負っているが、様々な分野に幅を広げていくのは難しいの

で、できれば公の部分でお仕事を頂戴して利用者のみなさまの工賃をあげていきた

い。引き続き協力をお願いしたい。 

（鱒渕会長） 

 行政に準じた部分で、観光協会から燈桜会で使用するろうそくのカップ洗浄の委

託があったり、社会福祉協議会からお餅の注文があったり、そういった注文は多い。

しかし、優先調達に関しては、下野市長という領収書が出せるものでなければ金額

に計上してもらえないという難しさがあり、金額が抑え気味であるという印象がある。 

 下野市は協力的で様々なことを考えてくれているので、これからも一体となって頑

張っていきたい。 

 

(４) しもつけハートフルプラン 令和 5年度評価および第 7期計画 

（事務局） 

資料４－１、しもつけしハートフルプラン第７期下野市障がい福祉計画に基づき報

告。 

 

(５) 下野市障がい児者相談支援センター 令和 5年度業務実績および令和６年度計画 

（事務局） 



資料５に基づいて以下のとおり報告。 

・新型コロナウイルスによる制限が軽減したため、イベント・研修を実施することができ

た。 

・個別支援においては、発達障がいでの相談、就労系事業所の利用に関する相談

が増加。 

・個別ケースから、強度行動障がいの方が入所を前提として検討できる施設が近隣

にないこと、医療的ケア児が利用できる施設が少ないこと、高次脳機能障がいに対

応した施設が少なく遠方であることなど社会的資源の不足による家族の負担の増加

が課題として挙げられた。 

・令和 6年度計画として、１人部署であることが多い相談支援専門員初任者研修終

了者に対するフォローアップ研修を障がい児者相談支援センターが実施することを

挙げている。 

（鈴木副会長） 

 主任相談支援専門員の資格を有しているため、フォローアップの点などで協力でき

ることがあると思う。 

 

(６) 障がい福祉サービス等の情報提供 

（事務局） 

資料６に基づいて以下のとおり報告。 

・居住支援法人とは、ひとり親世帯、高齢者、障がい者など、住宅確保要配慮者に対

する賃貸住宅の供給促進を実施する法人である。 

 

(７) その他 

（事務局） 

なし。 

第２部 部会 午後 2時 45分から午後 3時 30分 

 各部会に分かれ、部会協議事項に沿って検討、協議。 

 

8. 閉会 

 

                  議事録署名人                     

 

 

                                               

 

 


